
該当する指数に○をしてください。
　父及び母の①基本指数を足し、さらに②調整指数を足したものを利用申込児童の指数とします。

①基本指数　

 入院

　常時臥床

　精神性・感染性

　常時安静又は頻繁に通院が必要

　一般療養

 （身体障害者手帳）１・２級（療育手帳）Ａ

 （精神障がい者保健福祉手帳）１～３級

 （身体障害者手帳）３級 　 （療育手帳）Ｂ

 （身体障害者手帳）４級

　入院付添

　自宅介護（ねたきり老人、心身障害者、病臥者の常時介護）

　上記以外の介護

　火災等の家屋の損傷、その他の災害復旧

　通信制又は通信課程の場合

　上記以外の就学・技能習得　

②調整指数

　生活保護受給中の場合

　同居する65歳未満の祖父母が保育にあたれる場合
　保育利用開始予定日時点で、保育利用希望児童が小学校６年生までの児童のうち第２子の場合【３】
　小学校６年生までの児童のうち第３子以降の場合【５】　※多胎児の場合は以下の【８】のみ

　ただし、多胎児の児童が入所を希望する場合【８】

　保育利用開始予定日時点で、きょうだいが利用第１希望の施設に在籍している場合

【審査について】
　利用指数が他者と同点の場合は、希望園の希望順位が高い方を優先決定します。

【優先利用について】
　・家庭環境から保育の必要性が高いと認められる場合（父母不在の場合等）は優先的に利用できる取扱いとします。
　・医療行為を必要とする児童は優先的に利用できる取扱いとします。  

９

３ ５

４ 10

３
８

番号 条　　　　　　　　　　　　　　　　件 指　数
１ 10

２ -20

　母子世帯・父子世帯の場合 21

８ 　正当な理由なく申請年度内に保育所入所の内定を辞退した場合 -20

５
　小規模保育事業所等を利用している児童が、施設の保育年齢を超えたために
  連携施設への転所を第１希望とする場合【15】、
　連携施設以外への転所を第１希望とする場合【10】

15 10

６ 25

　資格の名称（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

７ 　正当な理由なく保育料を納期限から３か月以上滞納している世帯（卒園者を含む） -30

　保護者が保育士等の資格を有し、未就学児の保育を行う北上市内の施設に申込日現在就労している
か、又は利用開始希望日の翌月までに就労する場合（予定含む）
　※認可保育施設に限る（支援センターは対象外）

入所期間：90日程度８ 求職活動 　求職のため日中、外出を常態 ９ ９

７
就　学 10 10

心身障害

20 20

18 18

16 16

技能習得 上記１の就労にあてはめる

12 12

６ 家庭災害 20 20

出　産 10 10

平均就労
時間
（残業・
休憩時間を
含まない）

週42時間/月168時間/年2,016時間　以上

週38時間/月152時間/年1,824時間　以上　上段未満

週35時間/月140時間/年1,680時間　以上　上段未満

14 14

５
看　護
介　護

20 20

18 18

16 16

４

16 16

２

利用児童

氏　　名 生　年　月　日
（ふりがな）

令和
　　年　　月　　日

提出用

18 18

備考
指数 指数

１ 就労

20 20

週30時間/月120時間/年1,440時間　以上　上段未満

週30時間/月120時間/年1,440時間　未満

14 14

９
　令和８年３月末で閉所する認可保育施設を利用している児童が転所を希望する場合
　※施設の保育年齢を超えない場合に限る。

10

10 　令和８年４月に移転する「うみのもり保育園」を利用している児童が転所を希望する場合 10

北上市保育利用指数表

番号 入所基準 細　　　　　　　　　　　　　目
父の 母の

16 16

入所期間：産後８週まで

３ 疾　病

20 20

居宅内

20 20

20 20


